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19世紀後半期のイギリス使用者団体

一一一王立委員会調査報告 (1892) を中心にして

前川嘉

I 労働組合研賓と使用者団体研究

いわゆる労働問題として，雇用ならびに失業壱めぐる労働市場，賃金および

その他労働諸条件および労働者の生活状態等が，その主要な問題領域として論

ぜられる。すべてそれらは，資本制生産関係においての内在的合法則性にもと

づいて提起されるにせよ， r資本Jと「賃労働」の対抗関係のもとで，具体的，

現実的な問題となる。したがって，労働問題は，いずれにせよ，労資対抗関係

の視点から，すなわち，労資の主体的な政策意志にもとづく行動の対抗関係の

もと寸考えられねばならない。労働組合およびその運動が論ぜられるものは，

そのー側面である。

戦後， イギリメミ労働組合についての研究は，次第に繊密化の傾向を示してき

た。すなわち，個別産業においての研究，特定の時期・問題についての研究が

すすんだ九 労働組合の研究に，資木の労働者に対する政策が包摂されて論ぜ

られねばならないとしても，それは労働組合が主体であるため，限定をうける

ことはやむをえない。労働組合の研究が綴密化したといっても，これに変わり

はない。それ故，労働組合に対置して，資本の労働者に対する政策とその行動

様式の研究が必要色なるロ

労働組合研究の促進に比ベて，いわゆる使用者団体の研究は， グレッグ

(H. A. Clegg) も述べているように汽従来，極めて貧困であったし，最近にお

1) 個別産業においての， また特定時期についての労働組合運動史研究については Henry
Pellll1g， A Hutury uf Brit帥 TraaeU.削 onz岬 t，1963，大前罰附輔の事考文献参照のとと。
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いても多くの研究成果を提示することはできない叱 その主たる理由が，たと

え，資料上の制約にあるにしてもの，使用者団体に関する研究はあまりにもとれ

まで不十分なものであって，今後，労働問題研究の前進のためには，理論的に

も政策的にもとりあっかわねばならない課題である。

また，使用者団体は「労働組合の力が大きくなるのに対応して個々の使用者

では余りにも弱体であることを知って，共同抵抗の目的から生じたもの」めであ

れ 「使用者団体は産業のちがいによって団結の程度が異ってし、るが，それは

おそらくそれぞれの産業における労働者組織の質的差異から生じているもので

あろう」・3と，五立委員会報告 (RoyalCOillnU:;司unon Labour)が述べているが，

このように使用者団体は「労働組合の相対物J"であるとすれば，使用者団体の

機能，組織は，労働組合の状況を反映するものであって，その研究は，労働組

合の研究の補完あるいは検証の意味をもっo との意味ヒおいて，使用者団体の

研究は労働組合の研究と緊密な関係にあり，この点からも深められねばならな

い課題である。

前述のトおり，グ Vッグの指摘によれば，使用者団体は労働組合の相対物で

ある。ではその相対的関係は，事実においで，どのようなものであったか。す

なわち，賃労働の質的変化，それに伴う労働組合の発展に，使用者は組織と機

2) H. A. Clegg は使用者団体の研究としてあげられるのは僅かつぎの 7篇であると、、う
L. H. Powell， T，加 Shψ'tmgFeaemtio帆 1890-1950，published by the Federation (1950) ; 
Ellic Howe， The Bri拙 hTede四 tionof Master丹幅ters. 190ひ1950，published hy thc Fe 

de:ration (1950); The 50cial Sci叩 CBAssociation's Report 1)句 Tγ'adeS郎副耐 (1860); El例;-

BnCB offe'Yed to the RりalCommission 0旬 TraaesU'刷 σ巧 uf1867; The Royal Comm町包O締

帥 Lab附 r01 1891'; The Roγal Commis別冊。銘 T叫 deDututes and T:町deCon品開atzll向。f
1903; The Shorl-lived lnaust"ial Council dur.四 .gits Ir.quiri百g .叫 o InrJ，μstrial Agrccn削""
"惚ductedin 1912一H.A. Clegg， The System of lndustrial Retation!o 棚 GreatB叫 atn，ln 

Edited by Allan Flanders & H. A. Clegg， 1956， p 却l

3) 戦後労使関係の再検討が問題となるに及んで， Edited hy All日 Flanders& H. A. Clegg， 
The System 01 11旬iusrialRelations in Great Britai旬 (Hl56);E. H. Phelps Brown， Thc C問即

th 0/ B'fitish Indu1'strial Relat叩何 (1959)のなかで使用者団体本が論ずられ，またH.A. Tur-

ner， Tra.de Union a叫 G1'owth5t'I'UCtu1'B ana Policy (1962)叩付論で楠業の使用者団体が論
ぜられているが，その数は極めて少なし、。

4) Allan Flanders & H. A. Clegg， op. c"It.， p. 201; E. H. Phelps Drown， op. cit.， p. 263 
5) 6) Royal Commission on LaboUI， Fifth and Final Reporl， June 1894， p. 31 
7) Allan Flanders &且A.Clegg， op. ciιp. 19 
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一能でどのように対応したか。この問題を使用者団体の19世紀の後半期の実態か

ら明かにすることが本稿の課題である。そのため， 1892年 6月，王立委員会か

ら公刊された使用者団体規約を中心とする報告書 (Rules01 Ass町叫れ0畑 of'E叩-

tloyers帥 'ldof Employed. June 1892) を中心として検討したい。

E 初期使用者団体とその消滅

19世紀後半期の使用者団体を問題とするに先立ち，いわゆる初期組合 (Early

Union)に対応する初期使用者団体的の特徴の概要を，後論の必要上，簡単にふ

れておきたい。

周知のとおり， 1820年代後半より急激に組織され，抵抗壱示してきた初期組

合に対し，使用者は従来の怒意的な賃労働についての専制支配を確保するため，

組織的対抗をもって臨む必要が生じた。それがやJ期使用者団体の結成となる。

初期使用者団体について，クレッグはヲぎのように説明ずる。 I労働者との取

引に，多くの初期使用者団体は， <労働組合の〉要求に当面して，その要求を

拒否するとき，使用者団体にまもってくれるようにと訴えている使用者を援助

することを主な機能とする，と考えたようである。かく Lて，使用者団体ピl主

要求は拒否すへきものか否か壱決定する機関と，無理にでも労働者に〈使用者

の〉拒否を受け入れさせる方法とが必要であった」めと。

初期使用者団体は強し、姿勢壱もって労働組合に臨んだ。その具体的な組合対

策としては，自らストライキ保証金およびミブラック・レヅグミ， ミフリー・レ

ーハ←ミを，すなわち紛争に対処する資金と労働力，を準備する一方叫，また

いわゆるミドキュメ Y トミ (ιdocument ')政策を用いた町。しかし，このよう

な初期使用者団体は各業界分野で形成されたものではない。その結成はとくに

8) Brov刊によれば，使用者団体の歴史的始源は産業革命時に遡り， また TurneI"によればさら
仁 1747年 (Smfl.llm同 ter'sf'，omhination) 1:'-まで遡るが，何わにしても明らかでなL、。本稿マ
初期使用者団体とb、うのは固体禁止法撤廃後のものをいう。

9) Allan Fla.nders & H. A. Clegg. op. cit.. pp. 206-207 

10) Ibirl.. p. 207 

11) 'document' pol皿 y は 本来 GrandNational Consolidated Trade' Unionを破壊する目

的から雇主が採用した方法で，労働者に労働組合からはなれていると、、う宣誓士書にサインを求
あるもの。
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労使間に緊張関係のあった分野にかぎってみられた問。たとえば.Yラγ ド・7

γ ョナノレ (GrandNationa1 COllsolidated Trade Union)に労働者が結集し抵抗し

ていた建築業では一般建築業者協会(GeneralBUllders' A白血iation)が結成され

ていた。結成されていた使用者団体でも，労使聞の紫張が強まった争議時にお

いてのみ，その機能の行使があったのであれ決して継続的に活動しなかった

ようである町。 この意味 C 初期使用者団体は初期労働組合と対応する。

このように局部的に存在し，活動も断続的であった初期使用者団体は，その後F

存在意義を失う。労働者がグラフドユ工*:-'体制を構築し，労働組合は近代社

会のなかで市民権を確保するのに努める一方，政策的には体制内的な方針をと

るにおよんで，使用者は労働組合をいままでのように組合否定の政策でもって

臨むのではなし生産の継続的発展，したがって中心労働力である熟練労働者の

維持確保のためには，むしろ経済的譲歩策を用いて組合を資本体制lに包摂して

しまうことを考えた。このため，労働組合の存在を肯定し，これに協調的態度

を示し，労使関係は一般的に個別資本によって，自由な任意的制度 (voluntary

system)として再構成されるととになったからである。

産業資本の上昇期において，個々の資本にとって重要なことは生産の拡大で

ある。この場合，使用者が組織によって労働者に対抗することは，むしろ労{吏

紛争の原因であれそれはまた生産の中断ともなると考えられた。使用者は，

ただ労使聞に問題が生じた場合は，それぞれ自らの責任において解決を図るべ

きだという考え方が一般的となっていたのである1ヘ
初期使用者団体のほとんどのものが，産業資本体制の確立，そして労働者の

グラフト・斗ニーオン体制の形成とともに消滅した。労働問題を対象にして，使

用者が組織をもって，相互に規制するとし、う考えは. 19世紀中頃葉般に否定

されていたのであるが，グラフト・ 1 三オ Yが，体制内的存在であったとはい

l2)従来労使関原は， 話し合いJ 口頭による協約あるいは慣行で保持されており，当時も特別の
場合を肱L、て慣習から置用者が組織的に労働者に対処する必要はなかった。

13) Allan Flanders & H. A. Clegg， op. dt.， p. 203 ~ E. H. Phelps Brown，。ョI}， cit.. p. 263 
14) E. H. Phelps Brown， op. cit.， p. 269 
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え， 組合として整備， 発展し， その機能壱効果的に行使するようになったと

き，この使用者の労使関係に関する理念に動揺が生じた。 1867年王立委員会で

証言した使用者のうち，かなりのものがつぎのことで一致した。すなわち，労

働組合は有害な機関であるということ，あるいは少くとも労働組合はその力を

濫用し，望ましくない結果を生みだす，そして使用者団体なるものは，好まし

くないが労働組合に対する使用者の白己防衛の手段としてやむをえないものと

みなす，という点であワたt"的〉

ここで注目すrベくきことは，使用者が労働組合に対応するため，相互規制の必

要を認め，とれを肯定したととである。か〈して，グラフト・ユニオ Yの拡充

に対して，新たな使用者団体問題が提起きれることになるの 1892年王立委員会

の調査の対象となった使用者団体はこの時期からのことである。

イギリス使用者団体の確立は， プラウ:/(E. H. Phelps Brown)によれば，

r1906年までその発展は不完全， 不安全なものJ16)といい，クレッグは「今日の

大低の大きな使用者連盟ー←機械，建築，造船，海運s 印刷など 90年乃至

今世紀はじめの数年間で現在の形態をとった」町と論じ，若干， 両者に確立時

のずれがみられるが，いずれにしても，ほぼ， 19世紀末まで使用者団体は未確

立状況にあったとに一致している。とこでいわれる「確立」とは，使用者団体

が労働組合に対応する機能と，全面的な連合体としての組織体制壱もつことの

革、味である。この意味では19世紀末まで確立はなかったといえ，ここに至る形

成過程壱無視することはできない。

王立委員会最終報告は1865-1892年に至る期間に設立された使用者団体の調

査資料 (70団体)にもとづし、て， r形成上使用者団体は労働者の団体よりも普

通おくれている。それは，労働組合の力が大きくなヮてきたのに対応するため

に，個々の使用者では余りにも弱体であることと知って，共同抵抗の目的から

生じた。とはし、え若干のものは旧くからある。それは，職業に関する立法を監

15) Allan Flanoen; &. H. A 仁legg.op cit p. 204 
16) E. H. Pbelps Brown， op.， cit.， p. 268 
17) Allan Fla.noen; jI.; H. A. r:legg， op. cit.. p 皿4
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視するため，また使用者相互の協約によって競争を緩和するため結成され，組

合の活動に対抗するための相互保護の機関として発展した」明とその形成およ

び発展を要約している。したがって， )9世紀の6日年代より使用者団体がどのよ

うな目的をもって形成され，発展したか，今世紀にかけての「確立」との関係

において，その検討を加えることは必要と思われる。そのような視点から， 19 

世紀末までに B すでに形成されていた使用者団体壱，単に特定産業での例外的

な存在として看過することはできないのである。

王立委員会のよって得られた資料は， すでに述べたように 1865-1892年

に亘る時期の使用団体の志のである。この時期は，労働組合の側にあっては，

グヲフト・ユニオ y の体制Jが確立し，さらにそれが部門別に発達していった時

期，そして，最後の 3-4年 (1889c1892年}は， いわゆる新組合主義をもヮ

て，一般組合 (GeneralUnion)が成立し，発展した時期にあたる。換言すれば，

11日組合」の発展期と「新組合」の成立期にまたがっている。したがって，干

立委員会は，性格を異にする 2つの労働組合に対応する使用者団体を調査の女す

象とすることになる。まず， I旧組合|の発展期に設立した使用者団体はどの

ようなものであったか。

労働者(熟練工)が資本に対応するため，グラフト・ユユオ γの体制を整え，

労働市場を自律的に統轄することによって，賃金ならびに労働諸条件を維持・

確保する成果をあげるにおよんだ段階において，使用者団体の存在，機能はど

のようであったか。

JI[ '7ラフト・ユエオン体制と使用者団体

新組合主義の急激な拾頭をみて，流動化してきた19世紀末イギリ月労働組合

運動の状況にかんがみ， 保守党政府は， 労使関係， その団結および最近の争

議問で問題になってきた労働諸条件壱調査するため， 1891年 4月，王立委員会

18) Royal Commisswn on Labour， Fifth 酬 dp，四 alRepo“1891， p. 31 
19) 最近の争議」とはロ γ ドγ Yック労働者の争議および各地のガス労働者の争議を指しj

作Jれも不割蹄労働者の新たな組合運動である。
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を設置した。さぎの， 1867年の三五立委員会が労働組合および他の団体の組織や

規約およびそのような団体が労使関係や業界，産業界におよぽす影響の調査を

目的として設置され，その調査活動が行われて以来のことである。その設置目

的において，両委員会はほぼ同じであるが， 1867年委員会はンェフィーノレド暴

行事件に端を発して設けられたもので，ウェヅプ(S.Webb)もい号ように円そ

の調査の対象はあくまで「労働組合とその効果Eの全問題」にあった。これに

対し， 1891年委員会は，労働組合.使用者団体，および両者の関係を問題とす

るもので，その調査報告もその課題に沿ってなされた。すなわち，労働組合と

の対応で使用者団体が本格的にとりあっかわれたのは，この1891年委員会であ

る。ここに両委員会の相異を認めないわけにはし、かなL、'"。

このような課題をもって， 1891年 4月設置された王立委員会は，その後 3年

間に亘って労働問題の調査にあたり， 1892年 3月の第 1回報告書壱はじめとし

て5回におよぶ報告書を発表し， 1894年 5月，その任務壱終えた問。 その間，

1892年 6月，労働組合，使用者団体および労使協議会等の団体規約を，蒐集し

調査資料として発表したD

委員会が，資料を蒐集し得た使用者団体数は70団体で，それは巣界別につぎ

のように分類されている"弘

A7!レーブ一一機械，鉄鋼および一般金属業・・ . 9，鉱山業 11，造船業

2 

B7ノレーブ 船主， ドァグ業者等ー… 5，運輸業者......2，一般労働使用

業者 1 

Cグノレープ一一製バン業者・ 1，建築業者......24，衣服製造業 .3， V 

-旦製造業......1，製粉業者 ・・1，陶器製造業者 '1，印刷業 ω 1，織

20) Sidney and Beatrice Webb， Histo叩 01T叩 deUj制。剛'm，荒畑訳， 252ベージ。
21)' 1867年の王立委員会は the Royal Com皿 i55ionon 1町 :deU:問。n...mで， 1891年のそれは

the Royal Commission on Labourであることが両者の相異を示すものである。
22) 委員会の最捷報告は，公刊はUl94年6月21日であるが，報告そのものの提出は 1894-年5月24

日で，この左き委員会は怪務を終えたとみてよb、。
23) Royal Com田 issionon Labour， Rules 01 Associat包帥S o[ Employers and of Ernployed， 

1892， p. x:x:ii 
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委員会の調査では，まず，これらの使用者団体の設立時点が問われている。

得られた資料は，必らずしもすべて適確なものとはいえない。なぜならば，な

かには，規約の採択時，改正期および公刊期をもって，設立時の回答にあてて

いる使用者団体があるからである。 以下例示する団体は3 設立時点の正確なも

のに限定するが，いま，資料上の不備にもかかわらず，一応とれら70団休を設

立時期による区分で表示すればつぎのようである叫n

設立時期別，グループ別使用者団体数

Aグル}フ Bグループ Cグループ 音L卜

1865-69 1 4 5 

1870-71 3 4 7 

1875-79 5 O 10 

1880-84 2 3 6 

1885-89 5 3 8 

1890-日2 5 7 12 24 

耳之 明 1 9 10 

委員会の資料によれば，これら使用者団体のうち早期に設立したのは1865

69年の 5団体規 すなわち，東部スコットヲ Y ド機関技師および鋳鉄師協会，

(East of Scotland Associatio'n of Engineers and Ironfounders-1865) 全国建築

業者協会くりパプール支部) (Nation叫 Associatlonof Master BU11ders-Li、'er~

pool I3ranch-1866)，なめし皮業者協会〈リーズ地方> (The Association of the 

Leather Trade-Leeds o.nd Dlstnct 1866) グラメゴウ左官業者協会 (Glasgow

Mastef Plasters' Assoc叫 ion-1869) およびノッチY ガムレ ス製造業者協会

(The Notti昭 ham Lace Manufadurers' A問。m日 ion-1869)である。 この 5団体

の規約に検討参加え， 19世紀後半の使用者団体で「旧組合」に対応するもの考

察をしたい。

まず，これら 5団体の目的および規制の内容についての概要をそれぞれの規

約によって示しておし

24) Ruleザ Associatio問。.fEmployers酎 d0/ Emtl叩ed，1892，より作成。
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[東部スコッ卜ランド機関技師および鋳鉄師協会〕町

(2沿3) 9 

白的一一一協会員が雇用している職人，徒弟あるいは一般労働者との協約条件そ規制す

;S，そして一般に両者聞に生ずるあらゆz問題で協会員の利益をまもり，促進す

る。

規iIi!トー協会員は雇用している職人，徒弟および一般労働者の行為に憤激を覚えるこ

とがあれば協会に申出る。会長は原因が判明すれば特別役員会の招集を命ずるロ

役員は協会の目的に適し，雇用の協約条件を規制するため必要と思われる規定

を総会に提出する。それは全協会員壱拘束する。

週労働は57時間で60時間まで同一賃率で支払われる。

もし，協会として拒否すべきと考えてし、る労働者の要求に譲歩してしまった使用

者に，労働者が雇用を求めて協会員のところから去れば，その労働者は二度と協

会員忙よ窃ては雇用されなしh 協会員は前使用者からの引き合いがなければ他の

協会員のところからくる労働者壱雇用しなし、。

〔全国建築業者協会=リパプール支部〕町

百的 協会員相互の友好を促進する。あらゆるところからの業界に関する情報を協

会員のあいだにまわす。建築士と建築業者聞に契約に関するより一層公正な条件

を確保する。そしてストライキとロァク・アヴトを未然に防止する上から使用者

が職工との聞で職業問題に対処できるようにする n

規制 協会員に仲裁その他の方法でストライキおよびロック・アウト壱さけるため

最善寺っくさねばならないが，もし職工がストライキに入り，公正な決定を拒否

するならば，協会員は所定の日に雇用している職工数を協会に報告しなければな

らなし、。それから特別総会が開催され， 職工数10人で 1票， 200人およびそれ以

上6票までともづ比率で投票壱行い，もし賛成3分 2以下であればロック・アウ

トはできなし、。争議が 1支部でおきる場合，役員は使用者の会合を招集しその問

題を論じ，望ましいと考える勧告を行なう。

全国協会と当該職業の各部門で従事Lている労働者の諸組合との商代表が合意

した個々の作業規制は賃金，時間，残業およびその他の雇用条件に関する諸規定

壱もつ。

〔なめし皮業者協会=リーヅ地方〕町

25) lbid.. p. 110 
26) lbid.， pp. 311-312 

.27) Ibid.， p. 329 



10 (254) 第 102巻第4号

目的一一業者の利益をまもる。

規制一一不詳

[ゲラスゴウ左官業者協会J28)

目的一一徒弟，職人お土び一般労働者を含めて雇用しているものに対する協会員の賃

金支払を規制する。とくに時間払の賃金率を定め，仕事遂行にあたっては相互に

助言壱行なう。

規制 不詳

fノ yチンガムレース製造業者協会〕町

目的 最善の職業規制と賃率をもうけ，労使関係の規制に関するすべての問題に統

一行動をとれ労働者からの不当な要求に抵抗して，協会員の職業利益をおしす

すめる。

規制 ストライキが協会員に対して生ずる場合，ストライキを行なう労働者の名前

が協会に送付されねばならな，'0そしてどの協会員もその労働者を雇用しなし、。

労使聞の衝突を防ぐため，協会は努めマレ ス業調停委員舎に協力する。

これらの使用者団体は，いずれも生産に必要な労働力壱主として熟練工に依

存する業種であり，組織は地方的なものである点に，共通している。その目的

とするところは主として労働問題である。そこでみられる対応方向は，労使聞

で合意に達した雇用契約条件を厳守し，労働者からの要求には抵抗すること，

原則としては協議，調停の路線をとり，紛争(ストライキおよびロック・アウト)

はさける。そのためにストライキが生ずればノート (discharge'note ')および

りスト (circulatlOoof list)政策町をとることにし， 自らはロヅグ・アウト決

定に慎重な審議手続をとる，というものであっlた。

労使協議を基本態度とし，紛争をさけるという使用者団体の方針は，初期使

用者団体の組合否定のそれとは明らかに差異がある。しかし，その反面，紛争

回避の最終的手段としてノートあるいは Pストをもって労働組合に臨んだのは，

それがかつてのドキュメ Y ト政策の変形した政策であれば，初期使用者団体と

具体的な政策面でのつながりのあることを認めなレわけにはいかないであろう。

28) Ibid.， p. 316 
29) Ibid.， p. 3田
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ところで，使用者団体の形成にほ使用者に対する労働組合からのインバクト

が決定的要件である。グラフト・ 1 ニオンは，周知のとおり職業独占と労働力

の供給規制によって標準的労働条件を確保するという，間接的方法をとるもの

であれば，それは使用者に直接的にインパクトを与えるものではない。それ故，

その場合の使用者団体は，対労働組合の視点からは存在意義を失し九たとえ形

成されたとしても例外であれ多くは産業上の問題壱対象とする使用者団体と

して，すなわち価格決定，供給規制，技術問題おぶび立法活動等の上で業者利

益を確保するための機能をもっ組織として形成された，とみれるわけである町。

グラフト・コ三オYの体制のもとで，使用者団休は産業上の問題を対象とする

業者団体とならざるを得ないと考えるならば，前述の各使用岩団体は，なめし皮

業者協会や除いて，すべて例外的なものであるのか。ここで注意すべきは例示

の使用者団体は地方的組織であったことである。ほぼ同一時期にあって全国的

組織のものはどのようであったのか。それこそまさに例外的存在であった。し

かもそれは労働問題よりも産業問題を対象するものであったと考えられる。王

立委員会の調査資料に見出される当時の全国的使用者団体，イギりス銑鉄業者

協会 (Britishlron Trade Association-1876) は，主たる目的を商業問題につい

ての情報活動および調査活動におく機関であった叫。 さきに述べた考え方は，

このような全国的組織としての使用者団体によくあてはまることである。

したがって当時の使用者団体は全国的組織としては，例外的存在であり，且つ

主として産業問題をとりあっかうものであった，他方，当時形成され1いた使

用者団体の多くは地方的組織であり，それを主といて労働問題をとりあっかう

もの Cあった，と考える。地方的組織として形成された使用者団体が主として

労働問題をとりあつかったとしても，クラフト・ユニオン体制と矛盾するもの

ではない。なるほどグラフいユユオ Y は全面的組織としては，さきに述べたよ

30) -(the dii3-charge • note 't は前の置用者から有刺な報告をもョてL、なb、労働者は匝用から除
外する方法であってJ これには労働組合の反対があり，そこでのhecirculation of • the list ') 
となるが，これはス 1ライキをやったものの氏名リストを住用者が秘密で作成し 使用者団体の
加盟員はリストされている労働者切使用を見合せた。

31) Allan Flanders & H. A. Clcgg， ot. oii.， p. 203; E. H. Phelps Br'oWll. op: (.tt.， p. 264 
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ラに，間接的規制の方法をとったのであるが，地方的段階においては，絶えざ

る要求活動を使用者に対して行い，それはストライキにまでおよぶこともあっ

て，かかる地方段階の組合との関係からみてそれとの調整をはかるための地方

使用者団体の形成は当然のこととみてよいのではないか。ただ，これが全国的

体制として，且つ新たな対組合機能を強化した使用者団体としての確立方向を

とるには，新たな労働組合体制の発展から生ずるインパクトが必要であった。

ぞれが19世紀末の新組合主義に対応する全国的使用者団体形成の問題である。

N 一般組合と使用者団体

主立委員会の調査にみられる BグループはA，Cグループと異なり，労働者

構成が主として不熟練労働者からなる業種であるの労働組合も，グミラフト・ユ

ェオンでなく，一般組合の形成された業種である。したがってBグループの使

用者団体は，一般組合に対応するもので，その設立も 8団体のうち 7団体が18

'90年と 1891年に集中している町。 このうち，とくに「海運連盟J(会社)(Sh'p-

ping Federation， Lim由::1， Great Britain and Ireland-1890) は，一般組合の成

立に対応し，再び労働組合を否定する姿勢をもって登場してきた使用者団体の

典型と目されているものである。

「海運連盟」は「その目的は組合が船員および労働者壱強制加入させるのを

やめさせ，乗組員として署名しようとすれば(組合の)妨害をうける人たちを

まもって宇ること」叫，したがって r海運連盟は，とくに組合に対してアグテ

ィブなもの」時といわれる。この点、を， r海運連盟」の公式の規約によって，あ

らためて検討しよう。

規約によって目的をみれば 7 項目 (a~ g)にわけて記載されている o その

中心目的となるのは，現行の偏向している法律，海上契約，慣習の改善である。

32) Royal Commission on LabouI， op. cit.. p. 98 
33) lbid.. PP. 143~14B 
34) E. H. Phelps Browη op. cit.， 167-168 

35) Ibid.. p. 268 
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とくに労働問題壱とりあっかつてはいない。ただ連盟の目的の第5項目(e)に

は「土地，家屋，部屋，事務所，建物，波止場，埠頭，倉庫，各種船舶，その他実

用的な個人財産および会社の目的を遂行する上で必要にして有利な権利の購入p

借入，賃借，占有あるいは取得のため，また，同様の目的から人を雇入れ乃至

解雇するためs ただし，これらの権限は特別の利益のために使われるべきでな

し、」時(傍点筆者)があげられ亡し、る。 ここに労働司題壱包含してし ι。 rな
わち，雇用と解雇の権限を確保し，いわゆる人事についての裁量権を確立する

ことが目的のなかに入っている。このことは極めて注目に値いする。その具体

策が「連盟・資格証明書J(Federation tick吋)の発行であり一一資格証明書を

もたなければ雇用されない いま一つはプラザグ・レヴグの輸送にあてる予

備船 (thedepotship)巷用意することであった町。

「海運連盟Jは，規約を全体にわたってみる場合，その目的の一部に重要な

人事支配が含められているにせよ，労働組合に対する強硬な態度をあらわして

はいない。上述の雇用，解雇権を除いて立法活動を中心とする業者団体だとみ

て差支えないほどのものである。にもかかわらず，その現実に行われた運営は

一般組合と対決する政策の展開を中心とする。この点から，すでに述べたよう

に， r海運連盟」は労働組合に対してアグティプな性格をもつものといわれる

ことになる叫。

では，われわれは，規約と実際の運営とが，背離するのは当然のことと考え

るのか，それとも，矛盾がないとみるならば，い古なる関係でとのこつに脈絡

を見出すのか。この問題を検討しないで|海運連盟」を論ずるとすれば，皮相

的な見方になってしまうであろう。

いうまでもなく「海運連盟」は全国的組織である，その傘下に地方組織をも

っ。両者の機能は有機的関係にある。それ故 r海運連盟」を考える場合，こ

36) Rules of the Shipping Federation (Limited) 3-(e) in Royal Commission on Labour
y 

'Pιt.， p. 459 

37) E. H. Phelps Brown， ot. cit.， p. 168 

38) Ibid， p. 268 
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れを全体としてとらえねばならない。 I海運連盟」に加盟している地方組織の

一つ， リパプーノレ， ノミーケ γへッド地方使用者努働協会 (TheEmployers' La 

bour Association， Liverpool and Bir1田nhead-1896)に例をとり，地方組織の目

的，規告の内容壱みよう。

〔リパプール，パーケンへ y ド地方使用者労働会〕拘

目的 労働に関する組織と管理のため事務所を設け，陸上，海上を問わず，労働に

関して協会はその利害問題を処理する。

労働組合その他の労働団体と条件壱調整する場合，あるいはその不当な要求に

反対する場合，相互司支持と協力壱保つ(以下略)。

規制 焦眉と思えるストヲイキに際して，直接外部からの労働供給を確保し，必要

物，警察保護の段どりを行い，また必要で適切と思えるその他の手段壱とること

が協会の仕事である。 外部からの労働者の配分は. (協会員の)要求を充た

すだけ十分でないとき，委員会の決定によって割りあてられるべきである。協会

員はストブイキに入っている，あるいはストヲイキをおどかす労働者の要求に譲

歩すべきである。譲歩する前にまず委員会と協議すぞくきである。協会員は，まず

委員会と協議しないで，協会決定の額より高い賃金を支払わない(以下略)。

上例のように. I連盟」傘下の地方使用者団体の規約は，目的においても，

規制の内容においても，明らかに労働組合を対象としたものである。それは労

使協議を原則とした組合対策ではなく，労働組合に対し積極的に攻撃の姿勢を

とれそのためにも自らは内部統制規律を図って委員会に強い権限を附与した

組織体であった。

「海運連盟」自らは必ずしも直接的に労働組合規制を行動目標の中心におい

てはない。むしろ立法規制に重点をおいていたことはさきに述べた、ところであ

る。しかし，雇用，解雇壱めぐる規制方法."とわさらに現実の労使関係には，

連盟傘下の各地方使用者団体が労働組合への攻撃的対応をもって機能する，と

いう全体の機能メカェズムであッた。このような全国組織と地方組織は有機的

関係をもつものであれば. I海運連盟」ばその規約と運営は，地方組織の規約

と運営を媒介』として考えるとき，矛盾したものとはならない。したがって，実

39) Royal Commrssion on Labour， ot. cit.. p. 144 
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質的には，やはり労働組合に対する挑戦が使用者の底流にあったとみてよいで

あろう。かくして「海運連盟」は一方において立法規制によって利益確保をは

かれ他方，地方組織の直接的且つ有効な対組合の機能をも活用し，全体制的

に組合の機能に対決しようとするものであった。

X × × 

王立委員会調査報告にもとづいて，グラフト・ユニオYの発展段階と一般組

合の発展段階にそれぞれ対応する使用者団体を，設立の目的および規制内容に

ついて，検討を加えたのであるが，この両者のあいだで，断絶を考えるか，あ

るいは発展の脈絡があるとすればどのように考えるべきか。

周知のとおり，クラフ 1- .ユニオYは，労働市場の自律的規制jを有効に果た

Tかぎり，敢えて争議手段に訴える必要はなしそれはむしろ共済機能を減殺

するものとして回避された。しかし，とのことは，クラフト・ユユオンが地方

段階で団体交渉機能争もたなかったことではない。地方段階では，標準的労働

条件の確保のために交渉は当然あったと考えてよい。当時の使用者団体は，例

外的に全国組織として形成されたものがありたとしても，価格，関税等いわゆ

る産業問題をとりあっかう業者団体であり，他方，労使協議によって雇用契約，

労働慣行の保持等労働問題をとりあっかう使用者団体は地方組織として形成さ

れた。これはまさはクラフト・ユエオンの機能メカユズムに対応したものとみ

なければならない，またこの使用者団体の存在様式からクラフト・ユニオ Yの

地方段階での交渉機能を確認することができるのである。

19世紀末，労働代替性があり，したがりて広汎な労働市場をもっ不熟練労働

者が，一般組合を結成し，全国的な組合組織によって，立法活動を中心に戦闘

的組合運動を展開するようになった。それが全国的組織であること，運動は極

めこて戦闘的である ζ とは従来の使用者団体に組j紘・機能の上で限界を感ぜさせ

ずには措かなかった，すなわち，置接，全国的段階で，労働組合に対応できる使

用者団体への発展を期す必要が生れたのである。さきに述べたBグノレーずの使

用者団体の形成がこれにあたる。その代表的存在であった「海運連盟」は，全
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国的段階において，産業問題に関する立法規制に併せて労働市場の直接的な統

轄の方法をとり，一般組合の機能包摂に努め，地方的段階においては全面的に

直接組合と対決する構えを示した。これは，まさに，一般組合の組織・機能に

対応した発展にほかならない。

このように，使用者団体は労働組合の発展におくれながらも，これと対応さ

せて発展してきた。たしかに. 19世紀後半期，その始めと終りの時期で使用者

団体の質的相異壱指摘することが Cきる。しか ν，その発展は，従来のものの

もつ限界が新たな状況で認識されて，すすめられたことを考えるならば，簡単

に両者を断絶的関係にとらえて論ずることはできない。内容の質的変化を伴う

発展として考えるべきではなかろうかω

とのような使用者団体の発展は反作用的に労働組合に変化を与えずにはおか

ないであろう。とすれば，それはどのようであったかn また，労働組合のさら

に産業別再編成がすすむ過程で，使用者団体の組j織・機能上，再編成が当然考え

られるが，それはどのようであったか。さらに，これらの諸問題が考察されね

ばならないが，これにはあらためて別の機会をもちたい。


